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スポーツ推進特別委員会からの提言について 

 

 

 標記の件について、本委員会では加賀市おけるスポーツ施策(行政)について、「施設

整備・運営」、「教育・健康増進」及び「人口減少対策・交流人口増大」の３点を主な協

議課題とし、調査・研究してまいりました。 

 このたび、執行部に対する下記の提言書を取りまとめましたので、この取り扱いにつ

いて、御配慮いただきますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１．送付資料 加賀市におけるスポーツ関連施策についての提言書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



加賀市におけるスポーツ関連施策についての提言書 

 

 加賀市においては、65 歳以上の高齢者人口は、令和２年をピークに減少に転じてい

ますが、75歳以上の後期高齢者人口は、令和９年にピークを迎えます。 

 こうした高齢者が、身体の健康を維持するために、個々人の特性や好みに合わせたス

ポーツを｢すること｣はたいへん有効であり、スポーツを｢みること｣によってこころの健

康を保つことも重要であります。また、指導者などとして、後進のスポーツ活動を｢さ

さえること(支援すること)｣は、貴重な技術や知識といった重要な『財産』の継承につ

ながるものです。 

 このように、高齢者をはじめとする全ての市民は、スポーツを｢すること｣によって、

また、｢みること｣によって、そして｢ささえること(支援すること)｣によって、生涯にわ

たって健康で、豊かな暮らしを過ごすことが可能になると考えられます。 

 また、スポーツを通じた交流は、国内に止まらず、国外にも広がる可能性があります。 

 本委員会は、スポーツが全ての市民にとって重要な役割を担うものであると考え、加

賀市におけるスポーツ関連施策を｢施設整備・運営｣｢教育・健康増進｣｢人口減少対策・

交流人口増大｣という協議課題に分けて調査してきました。 

 これらの協議課題については、本市の現状と今後の予定などを中心に関係所属長の出

席を求めて、ヒアリングを重ねてきたところであります。 

 また、令和７年１月 16 日には姫路市におけるスポーツ施設整備運営事業について、

同 17日には芦屋市のスポーツ推進実施計画について、実地調査を行いました。 

 これらの調査・研究の結果、加賀市におけるスポーツ関連施策について、課題とそれ

に対する対応を取りまとめたことから、下記の事項について提言いたします。 

 

記 

Ⅰ 施設整備・運営 

 スポーツ施設の老朽化対策と近代化対応の適切な推進 

  多くの自治体で、高度経済成長期に住民の利便性を優先して建設したスポーツ施設の

多くが老朽化し、現在の利用者ニーズにマッチしなくなっている事例が見られるが、加

賀市についても例外ではない。加えて、近年の高温化に対処するための空調設備の整備、

バリアフリー化などの近代化改修も課題であり、これらの対応も早期に進める必要があ

るが、漫然と施設を改修することはいたずらに建設費、維持費を増大させ、負担を増や

すことにつながることから、次の点に留意した対策と対応の推進を提案する。 

  ・スポーツ施設の運営に必要な予算を確保するとともに、大規模修繕などを定期的、

計画的に実施し、施設の機能が十分に発揮されるようにする。また、これらの運営

や大規模修繕が適切に行われるよう、使用料などの見直しを適宜実施する。 

  ・スポーツ施設の統廃合、学社融合施設の整備などを念頭に置いた公共施設マネジメ

ントを実施する。 

  ・スポーツ施設を建設するときには、ランニングコストや将来の修繕計画(規模、時期、

予算など)を可能な限り明確にして公表し、市民の意見を反映させる。 



  ・近隣自治体との連携を図り、施設整備、改修に際しては広域的な視点で検討する。 

  ・ネーミングライツの活用などによる安定的財源の確保に努める。 

 

Ⅱ 教育・健康増進 

1.中学校部活動地域展開における受入体制の早期確立 

  中学校部活動地域展開について、月曜日から金曜日までの学校部活動と土曜日及び日

曜日における地域クラブでの活動との連携がスムーズに行われるよう、次の点に留意す

ること。 

  ・公共交通機関を活用するなど、生徒とその保護者などの送迎に係る負担軽減措置を

講じるなどして、地域クラブ活動に参加しやすい環境を整備する。 

  ・指導者の育成とあわせて、競技レベルや活動内容に応じた指導者の確保に努める。

また、ボランティアでの指導のみに頼ることのないよう、指導者への適正な報酬の

支払いも行うとともに、こうした指導者のスキルアップのための補助制度や機会を

設ける。加えて障がいのある生徒が、地域クラブ活動に参加しやすい環境を整備す

るため、指導者との連携や育成についても配慮する。 

 

2.生涯を通じてさまざまなかたちでスポーツに参加することによる健康増進 

  健康づくり施策との連携によって、全ての世代の市民の健康の維持、増進に役立つス

ポーツ施策が展開されるよう、次の点に留意すること。 

  ・スポーツを｢すること｣により、身体の健康を維持、増進に役立つ施策を横断的に企

画、立案し、その周知に努め、スポーツをする市民の増加を図る。 

  ・スポーツを｢みること｣によるこころの健康維持や｢ささえること｣による社会とのつ

ながりの保持による効果について検証し、その結果を本市の健康づくり施策に反映

させる。 

  ・障がいのある人が、さまざまなかたちでスポーツに参加することのできる環境や制

度などの整備に努める。 

 

Ⅲ 人口減少対策・交流人口増大 

  合併後 20年間、人口が継続して減少している事実を受け止め、スポーツ施設の統廃合

や再配置を積極的に検討すること。併せて、交流人口の拡大も念頭に置き、次の点に留

意しながら全市的に大規模なスポーツ大会の誘致やスポーツツーリズムを推進すること。 

1.スポーツ施設と宿泊施設との連携 

  ・市民の利用状況を考慮しつつ、スポーツ施設と｢温泉｣｢宿泊施設｣をセットとした商

品開発を促進する。 

  ・一方で市内の宿泊施設は、温泉旅館など観光を主目的とした宿泊がメインとなって

おり、スポーツ大会の誘致やスポーツツーリズムを推進していく上で、その利用者

の目的・用途に応じた宿泊サービスを提供できるような柔軟な受入れ体制の構築を

進めるとともに、ビジネスホテルのような形態のホテル誘致を併せて進める。 

 



2.大規模なスポーツ大会やスポーツツーリズムを利用した観光戦略の推進 

  ・費用対効果を考慮しつつ、プロスポーツ大会などの大規模なスポーツ大会の誘致

を進めることで観光人口、交流人口の増大を図る。 

 

 

 

令和７年９月１日 

加賀市議会 スポーツ推進特別委員会 


